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平成２２年１２月１日

 

　

償
却
資
産
と
は
、会
社
や
商
店
、

漁
業
な
ど
の
事
業
を
営
む
た
め
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
、

器
具
、
船
舶
お
よ
び
備
品
な
ど
の

こ
と
で
、
減
価
償
却
額
ま
た
は
減

価
償
却
費
が
法
人
税
法
、
所
得
税

法
の
規
定
に
よ
り
所
得
の
計
算

上
、
損
金
ま
た
は
必
要
な
経
費
に

算
入
さ
れ
る
も
の
で
す
。
事
業
所

の
決
算
期
に
関
わ
り
な
く
、
１
月

１
日
現
在
で
所
有
し
て
い
る
償
却

資
産
が
す
べ
て
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

所
有
者
の
か
た
に
は
、　

月　
１２

１０

日　

に
償
却
資
産
申
告
書
と
固
定

（金）
資
産
（
償
却
資
産
）
申
告
の
手
引

を
送
付
す
る
予
定
で
す
の
で
、
平

成　

年
１
月　

日　

ま
で
に
税
務

２３

３１

（月）

課
固
定
資
産
税
係
ま
た
は
、
各
連

絡
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
と
は
、
地
方
税
の

申
告
や
届
出
な
ど
の
手
続
き
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
各
地

方
公
共
団
体
へ
電
子
デ
ー
タ
で
送

信
す
る
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
、
地

方
公
共
団
体
で
組
織
す
る
「
社
団

法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会
」
が

運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
と
、

自
宅
や
会
社
な
ど
か
ら
手
続
き
が

行
え
ま
す
の
で
、
税
務
課
お
よ
び

連
絡
所
へ
申
告
書
を
持
参
す
る
と

い
う
面
倒
な
手
間
が
省
け
ま
す
。

煙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き

る
環
境
が
整
っ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン

（
必
要
な
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
な
ど
を

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

煙
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

煙
電
子
証
明
書

煙
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

（
電
子
証
明
書
を
添
付
す
る
際
に

必
要
）

①
電
子
証
明
書
を
取
得
す
る

　

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
際
に

は
、
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
償
却
資
産
申
告
書
の

作
成
な
ど
を
税
理
士
に
依
頼
し
て

い
る
か
た
は
、
電
子
証
明
書
は
不

要
で
す
。

　

電
子
証
明
書
を
取
得
す
る
に

は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
身

分
証
明
書
（
官
公
署
が
発
行
し
た

写
真
付
き
の
も
の
）
お
よ
び
手
数

料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
か
た
は
、
市
民
課
戸
籍
係
の

窓
口
で
電
子
証
明
書
発
行
の
申
請

を
行
い
、
持
参
し
た
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書
を
記
録

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
の
際
に
は
、

身
分
証
明
書
お
よ
び
手
数
料
５
０

０
円
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
な
い
か
た
は
、
同
カ

ー
ド
の
発
行
の
手
続
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
市
民
課
戸
籍
係
の

窓
口
で
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

交
付
申
請
す
る
際
に
は
、
身
分

証
明
書
、
印
鑑
お
よ
び
手
数
料
５

０
０
円
が
必
要
で
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
写
真

付
き
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
６

か
月
以
内
に
撮
影
し
た
縦　

亜
×

４５

横　

㎜
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景

３５
の
写
真
が
必
要
で
す
。　

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
ら
、
再
度
、
市
民
課

戸
籍
係
の
窓
口
に
お
い
て
、
電
子

証
明
書
発
行
の
申
請
を
行
い
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
電
子
証
明
書

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
電
子
証

明
書
発
行
の
申
請
に
つ
い
て
も
身

分
証
明
書
お
よ
び
手
数
料
５
０
０

円
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
交
付
に
つ
い
て
は
、
申
請
か
ら

発
行
ま
で
に
２
週
間
近
く
か
か
る

場
合
が
あ
る
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
お
よ
び

電
子
証
明
書
の
申
請
方
法
な
ど
は
、

市
民
課
戸
籍
係
（
擦
浦
１
１
２
７
）

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

②
利
用
届
出
を
行
う

　

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
送
信
し

て
く
だ
さ
い
。送
信
す
る
こ
と
で
、

利
用
者
Ⅰ
Ｄ
と
仮
暗
証
番
号
が
取

得
で
き
ま
す
。

③
手
続
き
完
了
通
知
を
受
け
取
る

　

利
用
届
出
の
際
に
入
力
し
た
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
利
用
届
出

の
受
付
手
続
き
が
完
了
し
た
こ
と

を
知
ら
せ
る
「
手
続
き
完
了
通
知

メ
ー
ル
」
が
届
き
ま
す
（
場
合
に

よ
り
日
数
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）。

　

こ
の
通
知
に
よ
り
利
用
者
Ⅰ
Ｄ

が
有
効
に
な
り
、
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
が

利
用
可
能
に
な
り
ま
す
。

　市では、平成２２年４月１日からeＬＴＡＸ（地方税電子申告システム）を導入しています。

これに伴い、償却資産の申告書が自宅や会社のパソコンからインターネットを通じて電子デー

タで提出することができます。

税務課固定資産税係　擦浦１１３３

償却資産の電子申告ができます償却資産の電子申告ができます償却資産の電子申告ができますエルタックス

eLTAXによる償却資産の電子申告ができます

償
却
資
産
と
は

ｅ
L
Ｔ
A
X
と
は

ｅ
L
Ｔ
A
X
の
メ
リ
ッ
ト

利
用
準
備
か
ら
申
告
ま
で
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④
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
対
応
ソ
フ
ト
を

取
得
す
る

　

償
却
資
産
申
告
書
の
作
成
、
送

信
は
「
Ｐ
Ｃ
ｄ
e
s
k
」
な
ど
の

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
対
応
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

を
使
用
し
ま
す
。
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
無
料
で
e
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
対
応
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

（
Ｐ
Ｃ
ｄ
e
s
k
）
を
取
得
で
き

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

⑤
暗
証
番
号
を
変
更
す
る

　

「
Ｐ
Ｃ
ｄ
e
s
k
」な
ど
の
e
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
対
応
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
へ
ロ
グ
イ
ン
し
、
仮

暗
証
番
号
を
変
更
し
て
く
だ
さ

い
。
仮
暗
証
番
号
に
は
、
有
効
期

限
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

期
日
を
過
ぎ
る
と
利
用
者
Ⅰ
Ｄ
は

失
効
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て
利
用

届
出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

⑥
申
告
デ
ー
タ
作
成
お
よ
び
送
信

　

「
Ｐ
Ｃ
ｄ
e
s
k
」な
ど
の
e
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
対
応
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利

用
し
て
償
却
資
産
申
告
書
を
作
成

し
ま
す
。
作
成
し
た
償
却
資
産
申

告
書
に
電
子
署
名
を
付
与
し
、
電

子
証
明
書
を
添
付
し
ま
す
。

　

最
後
に
利
用
者
Ⅰ
Ｄ
お
よ
び
暗 

証
番
号
を
入
力
し
て
ポ
ー
タ
ル
セ

ン
タ
に
接
続
し
、
申
告
デ
ー
タ
を

送
信
す
れ
ば
、
ポ
ー
タ
ル
セ
ン
タ

か
ら
鳥
羽
市
へ
送
信
さ
れ
ま
す
。

　

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
は
、
個
人
情
報

保
護
の
た
め
、
次
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

猿
利
用
者
認
証
（
利
用
者
Ｉ
Ｄ
・

暗
証
番
号
変
更
）
で
不
正
ア
ク
セ

ス
を
防
止
し
ま
す
。

猿
電
子
署
名
・
電
子
証
明
書
の
添

付
に
よ
り
、
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
や

な
り
す
ま
し
を
防
止
し
ま
す
。

猿
デ
ー
タ
の
暗
号
化
に
よ
り
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
情
報
漏
洩
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

く
わ
し
い
内
容
や
手
続
き
な
ど

に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
地
方
税

電
子
化
協
議
会
の
サ
ポ
ー
ト
デ
ス

ク
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

午
前
８
時　

分
～
午
後
９
時

３０

（
土
曜
・
日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始

　

月　

日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

１２

２９

擦
０
５
７
０－

０
８
１
４
５
９

（
全
国
一
律
市
内
通
話
料
金
）

・
電
子
メ
ー
ル
で
の
問
い
合
わ
せ

は
、
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
お
問
い
合
わ
せ
窓
口
」
か
ら

お
願
い
し
ま
す
。

e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.elta
x
.jp
/

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

利
用
時
間

eLTAXによる償却資産申告の流れ
利用に必要なもの

● インターネットができる環境が整っているパソコン
● 電子メールアドレス
● ICカードリーダライタ

利用手順
電子証明書を取得する

市民課戸籍係にて申請

鳥羽市

住民基本台帳カード
身分証明書（官公署が
発行した写真付きのもの）
手数料
（500円または1,000円）

ホームページにて利用届出を行う（http://www.eltax.jp/）

電子メールで手続き完了通知を受け取る

eLTAX対応のソフトウェア(PCdesk)を取得する

暗証番号を変更する

PCdeskで償却資産申告書を作成する

申請・届出
電子申告

ポータルセンタ
（総合窓口）

受付

送信電子証明書
を添付する

利用者
ID利用可能

利用者ID発行
仮暗証番号発行

（http://www.eltax.jp/）
から無料で取得できます

申告データを送信する
際に必要な電子証明書
を添付するために使用
します。

申請に必要なもの


